
佐賀県モビリティ産業振興会規約 

 

（名 称） 

第１条 本会は、佐賀県モビリティ産業振興会（以下「振興会」という。）と称する。 

（目 的） 

第２条 振興会は、会員相互の情報交換や連携協力を進めるとともに、モビリティ関連企業から求められ

る高いレベルの技術力の習得や向上を図ることにより、会員のモビリティ関連企業との新規取引又は取

引拡大を促進し、もって、県内モビリティ産業の振興を図ることを目的とする。 

（事 業） 

第３条 振興会は、前条の目的を達成するため、関係機関と連携し、次に掲げる事業を行う。 

 （１）振興会の運営に関する事業 

（２）会員相互の情報交換、連携の促進に資する事業 

（３）会員の生産管理、品質管理、納期管理等に係る技術力の向上に資する事業 

 （４）その他前条の目的を達成するために必要な事業 

（会 員） 

第４条 振興会の会員は、佐賀県内に事業所を有する製造業者等であって、振興会の目的に賛同し、モビ

リティ産業との新規取引や取引拡大を目指す法人又は個人とする。 

（入会及び退会） 

第５条 振興会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、会長の承認を受けなけ

ればならない。 

２ 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 

（会 費） 

第６条 会員は、別に定めるところにより、第１８条に掲げる事業年度ごとに会費を納入しなければなら

ない。 

２ 会費の金額は、次のとおりとする。なお、年度途中において入会を行った場合においても同額とする。 

１会員 毎事業年度 １０，０００円 

３ 年会費を納付しない会員においては、納付する日まで当振興会主催事業には参加できない。 

４ 会費納入通知書送付日より計算して１００日経過した後も年会費を納付しない会員は退会したものと

みなす。 

５ 既納の会費は、如何なる事由がある場合においても返戻しない。 

６ 会費の出納事務については、別添｢出納事務要領｣によるものとする。 

（役 員） 

第７条 振興会に次の役員を置く。 

 （１）会 長 １名 

 （２）副会長 ３名以内 

 （３）監 事 １名 



２ 役員は、会員の中から総会において選任する。 

（職 務） 

第８条 会長は、振興会を代表し、その業務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名し

た順序によって、その職務を代行する。 

３ 監事は、振興会の事業の執行状況を監査する。 

（任 期） 

第９条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 

（総 会） 

第１０条 総会は、年１回通常総会を開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催す

ることができる。 

２ 総会は、会員をもって構成する。 

３ 総会は、振興会の事業及び運営に関する基本的事項について議決する。 

４ 総会は、会長が招集し、会長が議長を務める。 

５ 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（役員会） 

第１１条 役員会は、会長及び副会長をもって構成する。 

２ 役員会は、次に掲げる事項を議決する。 

 （１）総会に付議すべき事項 

 （２）総会の議決した事項の執行に関する事項 

 （３）その他振興会の運営に関し必要な事項 

３ 役員会は、必要に応じて会長が招集する。 

（部 会） 

第１２条 会長は、会員相互の情報交換や連携を促進することを目的として部会を置くことができる。 

（秘密保持） 

第１３条 会員は、振興会の活動を通じて知り得た企業秘密に係る事項を相互に尊重しなければならない。 

（特別顧問） 

第１４条 振興会に、特別顧問を置くことができる。 

２ 特別顧問は、自動車産業等に造詣が深く、モビリティ産業の振興に関する総合的な見識を有する者の

うちから会長が委嘱する。 

３ 特別顧問は、振興会の活動に対して、総合的な助言・指導を行うものとする。 

４ 特別顧問の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

（顧 問） 

第１５条 振興会に、顧問を置く。 

２ 顧問は、自動車産業等に関する専門的な知識や経験を有する者のうちから会長が委嘱する。 



３ 顧問は、振興会の活動に対して、専門的な助言・指導を行うものとする。 

４ 顧問の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

（協力会員） 

第１６条 振興会に、協力会員を置く。 

２ 協力会員は、佐賀県内の一次部品メーカー等の法人のうち振興会の目的に賛同する法人とする。 

３ 協力会員は、会員の部品供給能力の向上に対する支援を行うものとする。 

（連携機関） 

第１７条 振興会は、第２条の目的を達成するため、次に掲げる機関と連携するものとする。 

 （１）佐賀県商工会議所連合会 

 （２）佐賀県商工会連合会 

 （３）佐賀県中小企業団体中央会 

 （４）佐賀県工業連合会 

 （５）国立大学法人佐賀大学 

 （６）県内金融機関 

 （７）佐賀県 

 （８）県内市町 

 （９）公益財団法人佐賀県産業振興機構 

 （10）その他振興会の目的に賛同する団体 

（事業年度） 

第１８条 振興会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

（事務局） 

第１９条 振興会の事務を処理するため、佐賀県産業労働部ものづくり産業課に事務局を置く。 

（委 任） 

第２０条 この規約に定めるもののほか、振興会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この規約は、平成１８年１０月１０日から施行する。 

２ 振興会の設立当初の役員、特別顧問及び顧問の任期は、第８条第１項、第１３条第４項及び第１４条

第４項の規定にかかわらず、平成２０年３月３１日までとする。 

３ 振興会の設立初年度の事業年度は、第１８条の規定にかかわらず、平成１８年１０月１０日から平成

１９年３月３１日までとする。 

 

   附 則 

 この規約は、平成２４年５月２３日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成２８年４月１日から施行する。 

 



附 則 

 この規約は、令和４年５月１８日から施行する。 

附 則 

 この規約は、令和６年５月２３日から施行する。 

 


